
土 浦市 日 中 サ ー ビ ス支 援 型 指 定 共 同生 活 援 助 事 業 者に よ る 土 浦

市地 域自 立 支援 協議 会へ の 報告 等に 関す る 実施 要綱  

 

（趣 旨）  

第１ 条  こ の要 綱 は 、障 害 者の 日 常生 活及 び 社会 生活 を総 合 的に 支援

する ため の 法律 に基 づく 指 定障 害福 祉サ ー ビス の事 業等 の 人員 、設

備及 び運 営 に関 する 基準（平 成 １８ 年厚 生 労働 省令 第１ ７ １号 。以

下 「 運 営 基 準 」 と い う 。） 第 ２ １ ３ 条 の １ ０ 第 ６ 項 に 規 定 す る 日 中

サ ー ビ ス 支 援 型 指 定 共 同 生 活 援 助 事 業 者 か ら 協 議 会 等 へ の 報 告 及

び協 議会 等 によ る評 価 に 関 し、 必要 な事 項 を定 める もの と する 。  

（定 義）  

第 ２ 条  こ の要 綱に おい て 、次 の各 号に 掲 げる 用語 の意 義 は 、それ ぞ

れ当 該各 号 に定 める とこ ろ によ る。  

（１ ）協 議会  土浦 市地 域 自立 支援 協議 会 設置 要綱（ 平 成１ ９ 年土 浦

市 告 示 第 １ ６ １ 号 ） 第 １ 条 の 土 浦 市 地 域 自 立 支 援 協 議 会 を い う 。 

（２ ）事 業 者  市 内に 所在 す る運 営基 準第 ２ １３ 条の ２の 日 中サ ービ

ス支 援型 指 定共 同生 活援 助 事業 者を いう 。  

（３ ）サ ー ビス  運営 基準 第 ２１ ３条 の２ の 日中 サー ビス 支 援型 指定

共同 生活 援 助を いう 。  

（協 議会 へ の 報 告）  

第 ３ 条  事 業 者 は 、 協 議 会 に 対 し 、 協 議 会 が 別 に 定 め る 期 日 ま で に 、

サー ビス の 実施 状況 等を 報 告し なけ れば な らな い 。  

２  前 項 の 規 定 に よ る 報 告 （ 以 下 「 報 告 」 と い う 。） は 、 日 中 サ ー ビ

ス支 援型 指 定共 同生 活援 助 事業 実施 状況 報 告書（様式 第 １号）に よ

り行 うも の とす る 。  

３  報 告 は 、 年 に １ 回 以 上 を 目 途 と し て 、 定 期 的 に 行 う も の と す る 。 

（協 議会 か らの 評価 ）  

第 ４ 条  協 議会 は 、報告 を 受け た と きは 、速や かに 内容 を 審査 し、当

該報 告を し た事 業者 の評 価（ 以下 この 条に お いて「 評価 」とい う。）

をす るも の とす る。  

２  協議 会 は、評価 を す る にあ たり 、必 要 があ ると 認め る とき は、報

告を した 事 業者 に対 し、追加 書 類を 求め 、又 は 協議 会 の 会 議に 出席

し て サ ー ビ ス の 実 施 状 況 等 に 係 る 説 明 を す る よ う 求 め る こ と が で

きる 。  



３  協議 会 は、評価 をし た とき は、事業 者 に対 し、評価 の 結果 を示 す

とと もに 、 必要 に応 じて 要 望又 は助 言を 付 する もの とす る 。  

４  事業 者 は、評価 並び に 前項 の 要 望及 び 助言（次 条に お いて「 評価

等 」 と い う 。） の 内 容 を 尊 重 し 、 当 該 事 業 に お け る 質 の 向 上 に 努 め

るも のと す る。  

（記 録の 保 存及 び公 表等 ）  

第 ５ 条  事 業者 は、運営 基 準第 ２ １３ 条の １ １の 規定 によ り 準用 する

運営 基準 第 ７５ 条第 ２項 の 規定 によ り 、報 告及 び 評価 等に 係 る 記 録

を５ 年間 保 存 し なけ れば な らな い。  

２  事業 者 は、報 告 並 びに 評 価等 に係 る 記 録 及び サー ビス の 実施 状況

等 を 積 極 的 に 公 表 す る も の と す る 。 こ の 場 合 に お い て 、 事 業 者 は 、

個人 情報 が 漏え いし ない よ う留 意し なけ れ ばな らな い。  

（補 則）  

第 ６ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 必 要 な 事 項 は 、 別 に 定 め る 。 

 

付  則  

この 要綱 は 、令 和 ５ 年９ 月 １日 から 施行 す る。  

 

付  則  

この 要綱 は 、令 和６ 年９ 月 １ ３ 日か ら施 行 する 。  

 


